
（司会）近年、文科省や中教審、教育
再生実行会議などから、高等教育に関

するさまざまな改革プランや答申、提

言などが矢継ぎ早に公表されていま

す。まず、第７期の中教審大学分科会

で専門委員を務められた黒田先生にこ

れらの背景の解説をお願いします。

黒田　基本的な問題意識は２つに集
約される。１つは日本の大学の国際通
用性を高めること、すなわち大学改革
におけるグローバル化の推進だ。端
的な例が2008年の中教審答申「学士
課程教育の構築に向けて」における、

学位に基づくプログラム整備への提言
だ。日本では、学位の質保証の裏づけ
となる基盤的なプログラムがなく、学
位が評価されてこなかった。そこで、
諸外国の大学と同様に、学部単位では
なく学位に基づいた教育プログラムを
整備し、学位の質を保証し、国際通用
性を高めようとする狙いがあった。昨
年の学校教育法の改正で、学長のリー
ダーシップ強化や教授会の役割の明確
化が図られたが、これも学位に基づい
たプログラムがなかなか整備されない
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ことが背景にあると考えている。
　もう１つの問題意識は、産業界が要
望する人材育成への対応だ。日本企業
は熾烈なグローバル競争の中にあり、
即戦力とまではいかないまでも、当該
分野の基礎学力や汎用的能力をきちん
と身に付けた人材への期待が大きい。
そのため、高等教育政策にも産業界の
意向がかなり反映されている。この動
きと連動するように予算配分でも競争
的な割合が高まったため、「出口」で
役立つプログラムに予算が付く傾向が
強くなった。
　ただ、企業の要望にばかり応えてい
ると、基礎研究に予算が付かなくなる
など、アカデミックな活動が停滞する
可能性がある。産業界の要望をどの程
度受け入れるかは、今後の大きな課題
といえる。
　中教審大学分科会の前身である大学
審議会も、1998年の答申「21世紀の大
学像と今後の改革方策について」や、
2000年の答申「グローバル化時代に求

められる高等教育の在り方について」
で、今述べた２つの問題意識を出発点
としている。しかし、その後も大学の
対応が遅々として進まないため、立て
続けに答申等を打ち出し、教授会の権
限などにかなり踏み込むようになった
と認識している。

（司会）2015年３月には、「実践的な
職業教育を行う新たな高等教育機関の

制度化に関する有識者会議」が、審議

まとめにおいて「専門職（業）大学」

（仮称）創設の構想を発表しました。

黒田先生はこの有識者会議でも座長を

務められましたので、少しご説明をい

ただけますか。

黒田　有識者会議は、2014年７月の教
育再生実行会議の第五次提言「今後の
学制等の在り方について」において、
実践的な職業教育を行う新たな高等教
育機関の制度化が提言されたことを受
けて設置された。
　背景には、諸外国では実践的な職業
教育が大学の体系に位置づけられてい
ることや、日本の既存の学校種では産
業界が期待するような職業教育が難し
いという現状認識がある。その意味で
「専門職（業）大学」の創設も、近年の

高等教育政策と同じ流れの中に位置づ
けられる。
　最大のポイントは、新たな高等教育
機関は専修学校の「１条校化」を想定
したものではないということだ。名称、
学位の有無や種類などは今後の審議に
委ねられるが、専修学校の格上げでは
なく、新たな高等教育機関の創設であ
るという点は、議論を通して明確にし
た。そのため、既存の専修学校や大学
などが「専門職（業）大学」となるに
は、新たに制度設計される設置基準の
下で設置認可を受け、教員に関しても
審査を受けなければならない。
　また、今後の職業教育や技術教育で
は幅広い教養の修得が重要であるとし
て、教養教育を教育体系にきちんと位
置付ける必要性を指摘した。さらに、
公的助成の必要性についても言及して
いる。「専門職（業）大学」が質の高い
専門職業人を育成するための公的な高
等教育機関であり、従来の大学等とは
異なる目的を持つ学校種である以上、
公的助成も従来の私学助成とは別枠で
行うべきであるとして、新しい財源確
保の必要性を明記した。
　今後は中教審の特別部会で、「専門
職（業）大学」で行われる教育の質保
証、就職後の社会人が学習しやすいし
くみづくりなど、具体的な制度設計に
ついて審議が行われる。

荻上 紘一 氏
● おぎうえ・こういち
1982 年東京都立大学（当時）教授に
就任。1999 年から 2003 年まで学長。
公立大学協会会長などを経て 2012 年
から現職。理学博士。

図表１：私立大学の学長の選考方法

黒田 壽二 氏
● くろだ・としじ
1992 年から現職。日本私立大学協会
副会長、日本私立大学団体連合会副会
長、日本高等教育評価機構理事長、私
立学校振興・共済事業団共済運営委員
会会長などを務める。 出典／学校法人の経営改善方策に関するアンケート（日本私立学校振興・共済事業団）

※複数回答

n 数 選考委員会 
による選出

理事会 
による指名

選挙 
による選出 その他

全体 555 50.6 42.2 35.9 12.1

入
学
定
員

～499人 311 56.3 46.3 26.7 12.2

500～999人 109 52.3 33.9 40.4 10.1

1000～1999人 81 39.5 45.7 49.4 13.6

2000人～ 43 32.6 27.9 69.8 11.6

大学院大学 11 27.3 36.4 18.2 18.2

（％）

職業教育を行う新大学は
認可申請を要する

（司会）昨今の大学改革の流れを見る
と、ガバナンス改革、入試改革、教学

改革の３点が大きな課題として浮かび

上がります。まず、ガバナンスに関し

ては、従来は教授会自治をかなり認め

てきたが、ここに来て学長がリーダー

シップを発揮しやすいように制度面で

大きくかじを切りました。これをどう捉

えればいいのでしょうか。

濱名　歴史的には、大学の数が増加
して機能が拡張するにつれて、アカデ
ミックな要素を失うのではないかとの
危機感から教授会にさまざまな審議を
委ねるようになり、その後、理事会が
大学経営の最終的な責任を追う体制づ

くりが求められたという経緯がある。
それでも改革が進まないため、学長に
権限を集中させる方向に動いたのだろ
う。トップに権限が集中している企業
をイメージしたのだろうが、これで改
革が適切に進むかどうかは疑問だ。
　日本私立学校振興・共済事業団の調
査によれば、学長を選挙で選出している
私立大学は全体で見ると４割弱だが、
入学定員2000人以上の大規模大学では
７割に達している（図表１）。つまり、
意思決定が遅くガバナンスが機能して
いないのは、学長が選挙で選出される
ために学部の意向をくまざるを得ない
大規模私立大学や国立大学だと考え、
それらを仮想敵とみなしたのだろう。
　結果としてガバナンス改革の審議の
過程で、学長の権限にのみ議論が集中
し、教員自身の参加意識や理事長の経
営責任の話が抜け落ちてしまった。国
立大学は理事長と学長が同一なので学
長に経営責任があるが、私立大学では
理事長と学長が別の場合も多い。今回
の改革によって、理事長の経営責任を
明確にする観点はむしろ弱まったので
はないか。これからの大学経営を考え
るうえで、学長への権限集中という改
革だけでは、望ましくないといえる。

　

（司会）先生方が所属される大学の学
長選考とガバナンスの現状についてご

説明をお願いします。

近藤　国立大学法人は学長選考会議
で学長を選出することになっている
が、大学によっては、意向投票を行
い、その結果が学長選考会議の意思決
定に影響を及ぼしているケースも少な
からずあると思う。しかし、東京医科
歯科大学では意向投票を行わず、学長
選考会議のメンバーだけで学長を選出
している。そのため、選挙基盤となる
部局の意向を伺うという弊害はほとん

どないと考えている。
　この選考方法が可能な理由は２つあ
る。１つは、本学の教員が医学と歯学
という共通部分の多い専門分野の研究
者で構成されているため、学長の方針
の下にまとまりやすいということ。もう
１つは、学長自身でサポート体制をデ
ザインできる体制になっている点だ。
国立大学法人の理事の数は法律で決
まっているが、副学長や副理事は大学
の判断で自由に設置できる。本学では
理事以外で私を含め５人の副学長が学
長を支えている。
　また、法人化以前の大学運営は文科
省との調整が必要で、事務局長をはじ
めとする事務職の役割が大きく、教員
と職員の役割分担が明確だった。法人
化後は、組織を自由に変えることがで
きるようになったが、学長が適切な判
断を下すには、やはり事務職員の力が
不可欠だ。本学では事務系の私が初め
て副学長に就任し、横断的にマネジメ
ントを行っている。そのため、教員と事
務職員のコラボレーションが実現しや
すくなった。
荻上　大妻女子大学は、理事会の下に
設置される学長選考会議が理事会に学
長候補を推薦し、理事会が決定するし
くみで、私もその方式で選出された。
規定上は、学長は学外者でも構わない
ことになっていて、それが当然だった

時期もあるようだが、最近では本学で
の教員経験がまったくない学長は私だ
けだろう。だから教員たちは、自分た
ちの代表ではないと思っているかもし
れない（笑）。しかし、教員の意向で選
ばれなかったことによるマネジメント
上の弊害はない。２人だった副学長を
私の就任後すぐ４人に増やし、補佐し
てもらっていることが大きい。

ガバナンス改革2

意思決定を支援する
補佐体制がカギ

学長への権限集中で
理事長の経営責任が曖昧に
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濱名 篤 氏
● はまな・あつし
1987 年上智大学大学院文学研究科社
会学専攻博士後期課程単位修得満期退
学。博士（社会学）。専門は教育社会学、
高等教育論。大学教育学会常任理事、日
本高等教育学会理事などを歴任。

近藤 弘 氏
● こんどう・ひろし
文部科学省高等教育局で勤務後、2010
年２月から東京医科歯科大学総務部長、
2014 年４月から現職。

（司会）国は地方創生を謳い、国立大
学の再編なども視野に入れて文教政策

を進めているようです。地方の中小規

模の私立大学が、個性・特色を持って

地（知）の拠点（COC）の役割を果た

すにはどうすればよいでしょうか。

黒田　文科省は国立大学の機能分化
を進め、地域における国立大学の役割
を明確にしようとしているが、私立大
学は完全に取り残されている。自治体
と連携したうえで、地域の複数の企業
と連携しなければ「地（知）の拠点大

学による地方創生推進事業」に選定さ
れないが、地方には大学と組めるよう
な企業が少ない。私立大学にとっては
非常に厳しい現実だ。地域のニーズを
突き詰めれば、国公私立の協力によっ
て地域の活性化を図るしかないが、そ
の場合は、大学がその規模にかかわら
ず、地域の核になる必要がある。伝統
文化を維持しながら、新しいアイデア
を地域に提供していくべきだ。
　大学が地域で産業を興したり、起業
家を育てたりすればいいというのは中
央の考え方だ。本学の立地する石川県
も、北陸新幹線開業で人口流出県にな
る可能性がある。地方の実情を考えな

（司会）新たな大学入試制度の検討が
始まっています。教科学力を１点刻み

のペーパーテストで評価するのではな

く、能力や資質を多面的・総合的に評

価し、大学のアドミッションポリシー

に合う学生を受け入れるという大きな

課題を突きつけられています。入試改

革は、高校教育、大学教育の改革にも

大きく関わるが、今後どのように進む

のでしょうか。

濱名　現在の中学１年生が大学受験
のときに新しい入試方式になるという
スケジュールに変更はない。今回の入
試改革で最大の目的といえるのは、暗
記型学力からの脱却だ。当初は、高校
教育における質保証がなされていない
ことが問題視されたが、高校側からは
「入試が変わらないからだ」との答え
が返ってくる。そこで、大学教育、高

校教育、入試改革を合わせて三位一体
で改革しなければならないという形で
議論を展開してきた。
　改めるべき最大のポイントは「たっ
た１回の試験で勝負が決まる」「人材
を評価するのに教科学力による100点
満点のペーパーテストのみで評価する
のは学校だけ」という事実だ。１点刻
みで人事考課をしている企業がある
だろうか。それが可能だという想定自
体がそもそも間違っている。知識の活
用・運用能力を、評価する方向へと動
いていくのは当然だし、実際、その方
向に向けて改革が進むことになるはず
だ。大学入試は、卒業時に求められる
能力に対する入学段階での適性を見る
もののはずだが、これまでの入試は必
ずしも大学教育を受けるレディネスを
測定してこなかった。だから入試を変
えざるを得ない。
（司会）どうしたら、そうしたレディネ
スを測れるのでしょうか。

　ただし、冒頭で黒田先生が言及され
た「学位プログラム」という概念は、
教員にはなかなか理解されづらいのが
現実だろう。対教員という点からは、
学部・学科という自分の所属組織を第
一に考える文化とどう折り合いをつけ
るかという点に難しさを感じている。
濱名　本学では、副学長を４人、学長
補佐を６人置いている。副学長は、教
学担当、総務および国際交流担当、入
試・就職担当、新設学部担当に分かれ
ている。学長補佐は、アセスメント担
当、学生担当、教務担当などで、部局
長を兼ねている人もいる。
（司会）補佐体制が整っていることは
重要だが、最終的には学長個人のリー

ダーシップが求められます。組織で

リーダーを育てるしくみも必要ではな

いでしょうか。

黒田　金沢工業大学では、各部署の
リーダーがそれぞれ責任を持って職務
を遂行しているが、リーダーは意図的
に育成しなければ育たない。本学はど

ちらかというと専門職が多いため、養
成過程でその人の資質を見抜き、力を
発揮できるような役職に就けることが
重要だと感じている。
近藤　自分が副学長になって改めて、
教員をマネジメントする学長は、学内
外を問わず教員出身者がいいと思うよ
うになった。ただし、学長になるような
資質の人をリーダー候補として育成す
る必要性を感じる。これは持論だが、
将来、学長など大学の管理運営面で
リーダーシップを発揮してもらう人を
計画的に育成する必要があると思う。
そのためには、ある時点で、学内の運
営に幅広くかかわるキャリアトラックに
乗せて管理職の経験を積ませるしくみ
が必要だろう。

（司会）認証評価機関から見たガバナ
ンス体制の実態はどうなっていますか。

伊藤　約330大学が日本高等教育評価
機構の会員校となっている。ガバナン

ス体制は、大学の規模の大小、実質的
なリーダーが学長か理事長か、法人と
大学が同じキャンパスにあるか、など
によってさまざまな形がある。我々の
評価基準では、法人部門の管理運営も
見ることになっているが、認証評価は
大学を単位とした評価なので、学長に
任せきりの法人があることも確かだ。
　意思決定の責任が２本柱になってい
る大学は、厳しい評価になることがあ
る。教授会と、大学と法人のメンバー
からなる大学評議会の両方で意思決定
を行うようなしくみになっている大学
があるが、意見が異なった場合に、ど
ちらが最終意思決定機関で誰が決定す
るかなどが明確になっていないケース
が目立つ。
　トップが一定のリーダーシップを発
揮し、下からの意見をうまく吸い上げ
ている大学や、副学長や学長補佐な
ど、リーダーを支える組織を整備して
いる大学もある。これらは、意思決定
までの学内の意思疎通のしくみが明確
に整備されているということで、高い
評価を得ることが多い。

い改革方策は、大学が予算獲得のため
に仕方なく実行し、結局は失敗に終わ
る。地方創生事業によって特に公立大
学には追い風が吹いているが、本来な
ら、その予算は地域の全ての大学の活
性化に使うべきではないか。
（司会）私立大学の公立化の動きは今
後、増えるのでしょうか。

濱名　公設民営方式の大学の間に公立
化の動きがあるのは確かだ。しかし、
地方都市の場合、国立大学や公立大
学の卒業生が地元にとどまる割合は低
く、中小規模の私立大学が地域産業に
人材供給をしている側面がある。私立
大学の公立化は、授業料値下げで経営
が一時的に持ち直したとしても、私立
大学の経営的問題が根本的には学費問
題であることを証明しているにすぎな

い。結局、地域にとってその大学が必
要とされるかどうかを突き詰めること
が問われるのではないか。人口数万人
の地方都市では、公立大学を維持する
ことはほとんど不可能に近いと思う。
（司会）国公私立の再編は起こるので
しょうか。

黒田　国立大学を私立化することはあ
るかもしれないが、国公私立間の統合
や再編はないと思う。私立大学にはそ
れぞれ建学の精神があるので、私立大
学同士の統合も簡単ではない。第一、
経営が厳しくなった大学に手を差し延
べる余裕は他の大学にもない。改革努
力を怠る大学が淘汰されていくのは仕
方がないことだ。だから地方の私立大
学は、国立大学にできないことを必死
になってやっている。

濱名　自学で求める能力を、外部の
共通試験、すなわち基礎と応用の２種
類が想定されている新テストを使った
うえで、個別試験と両方で測定してく
れということだ。2014年度の設置計画
履行状況調査では、学生と大学の「同
意」で入学を認めるAO入試を実施し
ている大学が是正を勧告されたが、そ
れは学力の要素を何も測定していない
からだ。
　今回の入試改革はAO入試を推奨し
ようというものではない。適性を測定
するために面接や論述試験を課す場
合、それらが妥当な方法かが問題にな
る。加えて、大規模大学の場合は、そ
うした測定を多くの受験者に対して短
期間で行うことができるのかが課題と
いえる。
　実は、大学入試センターでは「言語
運用能力」や「数理的能力」などのテ
ストを開発しつつあり、審議まとめの
段階までは、それらを個別試験で有効
活用して多面的・総合的な学力の測定

地方大学の課題3

入試改革4

大学は、規模にかかわらず
地域の核になるべき

高校教育、入試、大学教育の
三位一体の改革が必要

最終意思決定機関が
不明瞭な大学が多い
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三木 正伸
● みき・まさのぶ
大手前学園常務理事、
大阪国際女子大学学
長、大阪国際学園副学
園長・副理事長などを
経て現職。

図表２：私立大学の教学における取り組み状況

学修ポートフォリオの導入 40.4

学修ルーブリックの導入 12.5

アセスメントポリシーの策定 11.2

伊藤 敏弘 氏
● いとう・としひろ
米国オレゴン州、ポートランド州立大
学経済学部卒業。IAUP（世界大学総
長協会）、日本私立大学協会、同協会附
置私学高等教育研究所主任などを経て
2005 年から現職。

（％）

ｎ＝ 535

出典／学校法人の経営改善方策に関するアンケート（日本私立学校振興・共済事業団）

を行うべきだとしていた。しかし、結局
は各大学の責任であるとの結論に落ち
着いた。現在は、新テストの具体的な
作問イメージが伝わっていない中で個
別試験を準備しろといわれて、どの大
学も戸惑っている状況だろう。
　最も危惧されるのは、大手私立大学
が新テストから離脱することだ。離脱
しても受験生はそれらの大学からは離
れないだろう。ある程度足並みをそろ
えてもらう必要はあるが、規制や補助
金のインセンティブで動かそうという
方向は避けるべきである。

近藤　本学の場合、高い学力がないと
入学後の修学に困難が生じることは十
分に予想される。そのため、学力水準
を測る試験は必須だと考えている。た
だし、医療人としての適性も重要であ
り、その点を見定める必要がある。そ

こで、前期、後期ともかなり丁寧な面
接を行っている。特に後期日程は、臨
床系と基礎系の教員が２回に分けて実
施しており、面接にウエイトを置いて
総合的に判定を行う。結果として、１
点刻みの選考ではなくなっているので
はないだろうか。
　これは入学定員が少ないから可能と
もいえる。医療人としての適性を学力
以外で判断するのに、現状では面接し
か方法がないと思うが、適性を見る新
たな試験が開発されれば、取り入れて
いくことも検討する必要があるだろう。
黒田　入試改革の最大の問題は、大学
を画一的に捉えていることだ。受験生
が５万人以上も集まる大学と定員割れ
を起こしている小規模大学が、同じ試
験で入学者を選別できると考えること
自体が間違っている。文科省が議論し

（司会）修得主義の考え方は教育の
質をどう保証するかという問題に関係

してきます。アクティブラーニングや

反転授業、シラバス、ルーブリック、

GPA制度、CAP制などさまざまな方法

が提起されています。

荻上　そうしたさまざまなアイデアは
「小道具」にすぎず、それらをそろえ

さえすれば立派な教育ができるとの
錯覚があるのではないか。どの大学も
ディプロマポリシー（DP）を掲げてい
るが、まずはDPに合致した学生だけを
卒業させるようにすべきだ。医学部を
はじめとして、国家試験やそれに準じ
るような能力が評価される分野では、
それらが卒業試験の役割を果たすた
め、多くの学生がDPで求める水準に到
達して卒業していると考えられる。そ
うした卒業試験に準じるものがない分

野の場合は難しい。
濱名　特に、人文・社会科学系統で
は、卒業試験に代わるものとして卒業
論文を考慮に入れるべきではないか。
卒業論文は包括的な評価材料になる可
能性があるのに、あまり高く評価され
ておらず、評価方法も未熟だ。卒業論
文やポートフォリオ、学生の自己評価
など、複数の方法を組み合わせること
によって、DPに到達したかどうかは判
断できるはずだ。本学でも評価方法の
検討を始めている。
　その検証は、企業でいえばPDCAや
リフレクションといったアプローチが
相当するが、それらを実施するには、
判断の尺度と方法、時期等が明示され
ていなければならない。ところが、私
学事業団の調査でも、アセスメントポ
リシーを策定している大学は１割程度
であり、学修ルーブリックを活用して
いる大学も１割強でしかないというの
が実情だ（図表２）。教育目標の達成
状況を把握するために、いつ、どのよ
うな基準と方法で学修成果を測定す
るのかを明確にしたアセスメントポリ
シーの設定が必要だ。

（司会）教育の質保証とともにグローバ
ル人材の育成が叫ばれていますが、こ

れにどのように対応すべきでしょうか。

黒田　留学生を増やして大学の国際的
なネットワークを形成する「グローバ
ル30」の最終評価に関わったが、アン
ケート調査によると、日本語や日本文化
を学ばなければ日本に留学する意味が
ないと考えている留学生がほとんどだ
ということが判明した。しかも、「同じ
先生の同じ科目なら、日本語の講義の
方が英語の講義よりもレベルが高い。
英語で授業を受ける意味がない」と
いったコメントも見られた。グローバル
化の意味を再度、問い直すべきだろう。
濱名　多くの大学が、英語ができるこ
と、TOEICやTOFELのスコアが高い
ことがグローバル人材の要件だと勘違
いをしている。本学は東南アジアの５
か国13大学と新たなネットワークを構
築しつつあるが、どの大学関係者の英
語も決してきれいだとは言えない。そ
れで別に問題はなく、そういう人たち
とコミュニケーションを図ることがで
きる人が、これからのグローバル人材
ではないか。日本社会は、欧米圏より
もアジア諸国との交流のウエイトが高
まっていくはずだ。大学は語学学校で
はない。大学に英語力向上を期待する
なら、高校までの教育から見直す必要
がある。
　大学のグローバル化で根本的に欠
けているのは、国際社会で信頼される
大学や大学教育になっているかという

ているのは、トップ層が集まる大学の
入試だ。
荻上　入試改革には膨大なエネルギー
が費やされているが、入試方法の議論
に終始して、本質的な改革になってい
ないのではないか。私は、日本の教育
を、授業への出席をベースとした「履
修主義」から、授業を通して能力がき
ちんと身に付いたかで判断する「修得
主義」に転換させることのほうが重要
だと考えている。その前提となる厳格
な成績評価を近年、多くの大学が謳っ
ているが、実態はそうなっていない。
高校も、同様に卒業資格を厳密にすべ
きだ。そうなれば、選抜のための入試
は廃止して、オープンアドミッションに
できる。入試改革の前に、しっかりと
能力を修得させることを議論すべきで
はないか。

視点だ。そのためには質保証が重要
で、JABEEのような国際通用性がな
い分野であれば、各大学が人材育成目
標と、その達成度をいつ、どんな基準
と方法で測定するのかを明確にしたう
えで、それを確実に履行していくこと
だ。そうした方法論なくして、国際社
会から信頼される大学教育を実現でき
るわけがない。
黒田　JABEEが非常に厳しい質保証
を求めてくるのは事実。しかし、本学
の場合、求められる内容をそのまま授
業科目に反映しているわけではない。
カリキュラムにどう落とし込むのかは、
各大学が考えるべきことで、それが質
保証につながっていくと考えている。
（司会）産業界からの要望、中教審の
答申、文科省の政策などに対し、さま

ざまな対応が求められています。学生

一人ひとりの確かな成長のために、各

大学は自学の教育が現在のままでよい

のか、問い直す必要に迫られていると

いえるのでしょう。

　本日はありがとうございました。

教育の質保証と
グローバル化への対応

5

国際社会からの信頼こそが
グローバル化の要件

ＤＰ到達度を測る
評価軸が必要

履修主義から
修得主義への転換を
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変革の時代を果敢に生きる大学とともに
学生の成長のための改革に挑む

メ ッ セ ー ジ

（株）進研アド代表取締役社長　川目 俊哉

　この座談会を企画したのは、冒頭で
触れられたように、矢継ぎ早に繰り出
される答申や政策に対して、いかに臨
むべきなのか、それぞれに「現場」を
お持ちで、将来の高等教育像について
知見をお持ちの皆さまにお話を伺いた
いと考えたからです。外から迫られる
改革に追われるのではなく、それぞれ
の組織に蓄えられている力を最大限に
結集して、いかに変化を生み出す側に
回るか、そのヒントになれば幸いです。
　入試改革では、個別試験における
多面的・総合的評価が求められてい
ます。さまざまな大学に話を伺うと、
その受け取り方、取り組み方にはまだ
温度差があり、高校生、保護者、高校
教員、企業、そして大学の経営層、教
員、職員など、さまざまな関係者が一
つの像を共有できるまでには時間が必
要です。それぐらい大きな社会的変革
であることは確かです。しかし、高等
教育が世界的にも国内的にもより大き
な競争力をつけ、かつ、より多彩な教
育力を発揮するには、従前のままでい
いとは思えません。大学教育につなが
る最初のステップとなる入試のあり方
については、まだまだ改善、改革の余
地が大きく、一つの正しい答えがある
わけではないはずです。さまざまな大

学の個性が、教育プロセスの第一歩と
いってもよい入試に、もっと明瞭に表
れるべきだと考えています。

　これまで大学は、教育成果は短期的
に表れるものではないとして、自学の
教育の質を検証し、それを保証するシ
ステムの構築が十分ではありませんで
した。しかし、自らアセスメントポリ
シーを定め、DPに到達した学生を卒業
させる大学が、登場し始めています。
　育成したい人材像への到達度を測定
するための明確な「物差し」について、
高校や企業とどんどん議論すべきで
す。もちろん物差し自体の公正性が問
われることになりますが、それも、その
検討のプロセスをオープンにできるか
によって評価が違ってくるはずです。
　私立大学は、建学の精神に基づく人
材育成の物差しと呼べるものを、必ず
持っているはずです。今回の入試改革
では、建学の精神、あるいは国立大学
であれば再定義したミッションを、入
試でいかに具現化するかということが
問われています。教育の中身は言うま
でもなく、入試のありようも、その大学
ならではの教育に対する基本的なスタ
ンスを示す、いわば大学ブランドの源
泉になるわけです。
　同時に、自学の教育の質について、

教育プロセスの第一歩の
入試に改善の余地

入試のありようをベースに、そこから
出口までの成長支援の道筋をいかに描
くか、これも一体的改革＊の重要なポ
イントです。１つの大学の中にこれま
で以上にさまざまな入試が併存するよ
うになるでしょう。それらを通過した
多様な学生の成長を把握し、それぞれ
の特性に応じたいくつかの道筋を用意
したうえで、卒業時の成長を確実なも
のとする必要があります。入試改革と
ともに、学生の成長をトレースするIR
が、大学のありようを検証し、修正す
るための力になるでしょう。そんな時
代がすぐ近くに来ていると、座談会を
通じて認識を新たにした次第です。
　私たち進研アドは、このような取り
組みを進める大学を評価し、高校生に
も積極的に紹介していきたいと考えて
います。さまざまな個性・特色を持っ
た大学が林立する、いわゆる「八ヶ岳
型の高等教育システム」こそがめざす
べき像だと考えます。その中から、自
分の将来につながる大学を見定めよう
とする高校生に広い選択肢と確かな指
針を提供すべく、教育の中身を含めた
大学改革の支援に取り組む所存です。
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教育の中身と入試が
大学ブランドの源泉に

＊ 中教審「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」（答申）および文科省「高大接続改革実行プラン」
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